
（ 1 ）

目

次

告

示
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
の
指

定

（
障
害
者
福
祉
課
）

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

者
の
指
定

（

〃

）

一

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

者
の
指
定

（

〃

）

二

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
知
的
障
害
者
更

生
施
設
等
の
指
定

（

〃

）

二

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（
農

村

整

備

課
）

二

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
通
知

（
経

営

支

援

課
）

三

公

告
平
成
十
五
年
度
島
根
県
保
育
士
試
験
の
合
格
者

（
青
少
年
家
庭
課
）

三

公
安
規
則

島
根
県
公
安
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

告

示

島
根
県
告
示
第
八
百
四
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三
第
一
号
の
規
定
に

基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
八
百
四
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
七
条
の
二
十
三
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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毎
週
火

金
曜
日
発
行

〇

〇

第
一
、
五
一
一
号

平
成
十
五
年
十
月
七
日

（
火
曜
日
）

事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人

六
日
市
町
社
会
福

祉
協
議
会

短
期
入
所

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム

み
ろ
く
苑

鹿
足
郡
六
日
市
町

大
字
六
日
市
五
八

二－

一

平
成
十
五
年
九
月

二
十
九
日

事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人

海
士
町
社
会
福
祉

協
議
会

居
宅
介
護

社
会
福
祉
法
人

海

士
町
社
会
福
祉
協
議

会

隠
岐
郡
海
士
町
大

字
海
士
三
九
六
九

－

一

平
成
十
五
年
九
月

二
十
九
日

社
会
福
祉
法
人

六
日
市
町
社
会
福

祉
協
議
会

短
期
入
所

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム

み
ろ
く
苑

鹿
足
郡
六
日
市
町

大
字
六
日
市
五
八

二－

一

平
成
十
五
年
九
月

二
十
九
日



（ 2 ）

島
根
県
告
示
第
八
百
四
十
四
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二
十
三
第
一
号
の
規
定

に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
八
百
四
十
五
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
三
十
一
第
一

号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
八
百
四
十
六
号

次
に
掲
げ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
は
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
八
百
四
十
七
号

次
に
掲
げ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
は
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人

六
日
市
町
社
会
福

祉
協
議
会

短
期
入
所

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム

み
ろ
く
苑

鹿
足
郡
六
日
市
町

大
字
六
日
市
五
八

二－

一

平
成
十
五
年
九
月

二
十
九
日

経
営
主
体
の

名

称

指
定
し
た

施
設
種
別

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

入
所
更
生

（
通
所
）

清
風
園

大
田
市
川
合
町
吉

永
一
〇
二
五

平
成
十
五
年
九
月

二
十
九
日

事

業

名

完

了

年

月

日

浜
地
区
用
排
水
施
設
事
業
（
県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
）

平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日

直
江
地
区
区
画
整
理
事
業
（
県
営
ほ
場
整
備
事
業
）

平
成
十
五
年
三
月
十
七
日

直
江
地
区
用
排
水
施
設
事
業
（
県
営
排
水
対
策
特
別
事
業
）

平
成
十
二
年
三
月
二
十
九
日

以
南
中
央
地
区
用
排
水
施
設
事
業
（
県
営
土
地
改
良
総
合
整
備
事

業
）

平
成
十
五
年
三
月
十
三
日

事

業

名

完

了

年

月

日

西
村
地
区
農
道
事
業
（
県
営
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農

道
整
備
事
業
）

平
成
十
五
年
二
月
十
日

諏
訪
地
区
農
道
事
業
（
県
営
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農

道
整
備
事
業
）

平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

隠
岐
島
前
（
海
士
）
地
区
（
宇
受
賀
工
区
）
区
画
整
理
事
業
（
県

営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

平
成
十
五
年
三
月
三
日



（ 3 ）

島
根
県
告
示
第
八
百
四
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
述
べ
た

意
見
（
平
成
十
五
年
島
根
県
告
示
八
百
十
五
号
）
を
踏
ま
え
、
同
条
第
七
項
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

通
知
が
あ
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
い
な
い
松
江
南
店
（
仮
称
）

島
根
県
松
江
市
乃
木
福
富
一
二
街
区

二

変
更
の
あ
っ
た
添
付
書
類

1

来
客
の
自
動
車
を
駐
車
場
に
案
内
す
る
経
路
及
び
方
法

（ ）一

北
東
側
及
び
北
側
出
入
口
に
は
、
出
庫
方
向
を
左
折
方
向
に
限
定
す
る
自
主
規
制
看
板
を
設
置

す
る
。

（ ）二

南
側
出
入
口
に
は
、
右
折
禁
止
自
主
規
制
看
板
を
設
置
す
る
。

（ ）三

駐
車
場
構
内
に
、
来
客
車
両
を
誘
導
す
る
路
面
表
示
を
す
る
。

（ ）四

繁
忙
期
に
は
、
交
通
誘
導
員
を
配
置
す
る
。

2

駐
車
場
か
ら
の
騒
音
防
止

来
客
用
駐
車
場
出
入
口
は
、
営
業
時
間
外
は
施
錠
す
る
。

三

縦
覧
場
所

松
江
市
商
工
課
（
松
江
市
末
次
町
八
六
番
地
）

四

縦
覧
期
間

告
示
の
日
か
ら
四
月
間公

告

平
成
十
五
年
度
島
根
県
保
育
士
試
験
の
合
格
者
受
験
番
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
十
月
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一
〇
〇
一

一
〇
〇
二

一
〇
一
二

一
〇
一
三

一
〇
一
四

一
〇
一
六

一
〇
一
八

一
〇
二
一

一
二
七
九

一
二
八
二

一
二
九
二

一
三
〇
二

一
三
一
二

一
四
〇
四

一
六
〇
三

一
六
〇
九

一
六
一
八

一
六
五
一

一
六
五
五

一
六
六
一

一
六
六
九

一
六
七
三

二
二
〇
一

二
二
〇
六

公

安

委

員

会

規

則

島
根
県
公
安
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
15年
10月

7
日

島
根
県
公
安
委
員
会
委
員
長

森
璋

島
根
県
公
安
委
員
会
規
則
第
15号

島
根
県
公
安
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
公
安
委
員
会
運
営
規
則
（
平
成
13年
島
根
県
公
安
委
員
会
規
則
第
3
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
10条
を
第
11条
と
し
、
第
9
条
を
第
10条
と
し
、
第
8
条
の
次
に
次
の
1
条
を
加
え
る
。

（
委
員
会
の
権
限
行
使
の
特
例
）

第
9
条

委
員
は
、
緊
急
の
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
会
議
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
会
議

を
招
集
し
て
も
こ
れ
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
等
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
、
第
2
条
第
1

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
議
以
外
の
方
法
で
、
委
員
会
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
の
権
限
を
行
使
し
た
委
員
は
、
次
の
会
議
で
そ
の
報
告
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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隠
岐
島
前
（
海
士
）
地
区
（
尾
船
工
区
）
区
画
整
理
事
業
（
県
営

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

平
成
十
五
年
三
月
三
日

隠
岐
島
前
（
海
士
）
地
区
（
小
敷
工
区
）
区
画
整
理
事
業
（
県
営

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）

平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

隠
岐
島
前
（
海
士
）
地
区
農
用
地
保
全
事
業
（
県
営
中
山
間
地
域

総
合
整
備
事
業
）

平
成
十
五
年
二
月
七
日

馬
越
路
地
区
用
排
水
施
設
事
業
（
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
）

平
成
十
五
年
三
月
十
四
日



（ 4 ）
附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
七
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
月
七
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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